
下呂市地域防災計画 新旧対照表（抜粋版）

旧（現行） 新（改正案） 

第２編 一般対策編 
第１章 災害予防計画 
第 11節 火山災害対策 市長公室 

６ 避難確保計画の作成 
市地域防災計画に名称及び所在地を定められた不特定かつ多数の者が利用する施設又は要配慮者利用施設の

所有者又は管理者は、火山現象の発生及び推移に関する情報伝達に関する事項、防災体制に関する事項、避難
誘導に関する事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等を定めた避難確保計画の作成・公表、当該避難確保
計画に基づく避難訓練を実施するものとし、作成した避難確保計画及び実施した避難訓練の結果について市長
に報告する。 
市は、警戒地域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な助言又は勧告

等を行い、施設所有者又は管理者による取組みの支援に努めるものとする。 
御嶽山における避難促進施設は、御嶽山火山防災協議会での統一基準に基づき、剣ヶ峰南西斜面の火口から

概ね４km以内に位置する以下の施設とする。 

名称 所在地 

下呂市御嶽山五の池小屋 下呂市小坂町落合2376番地1 

第２章 災害応急対策計画 
第 13節 火山災害対策 すべての部 

火山現象による災害が発生するおそれのある場合又は災害が発生した場合において、住民、登山者等の生命、
身体及び財産を保護するための必要な措置は本計画の定めるところによる。 

５ 噴火警報等の種類と発表及び伝達 

(３) 噴火警報等の受理・伝達系統図 

施設名 
連絡先 

電話 ＦＡＸ 

五の池小屋 ０９０－７６１２－２４５８ － 

御嶽濁河高地トレーニングセンター ６２－３０８８ ６２－３０９８ 

朝日荘 ６２－３５２８ ６２－２６３１ 

ひゅって森の仲間 ６２－３９１１ ６２－３９１２ 

濁河温泉ロッジ ６２－３５２１ ６２－３１４０ 

旅館御岳 ６２－２１２４ ６２－２７１１ 

湯の谷荘 ６２－３０３７ ６２－３８２２ 

湯元館 ６２－３１１０ ６２－２２６３ 

第２編 一般対策編 
第１章 災害予防計画 
第 11節 火山災害対策 市長公室 

６ 避難確保計画の作成 
市地域防災計画に名称及び所在地を定められた不特定かつ多数の者が利用する施設又は要配慮者利用施設の

所有者又は管理者は、火山現象の発生及び推移に関する情報伝達に関する事項、防災体制に関する事項、避難
誘導に関する事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等を定めた避難確保計画の作成・公表、当該避難確保
計画に基づく避難訓練を実施するものとし、作成した避難確保計画及び実施した避難訓練の結果について市長
に報告する。 
市は、警戒地域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要な助言又は勧告

等を行い、施設所有者又は管理者による取組みの支援に努めるものとする。 
御嶽山における避難促進施設は、御嶽山火山防災協議会での統一基準に基づき、剣ヶ峰南西斜面の火口から

概ね４km以内に位置する以下の施設とする。 

名称 所在地 

下呂市御嶽山五の池小屋 下呂市小坂町落合2376番地1 
落合国有林80ロ林小班 

二の池ヒュッテ 下呂市小坂町落合2376番地1 
落合国有林80ロ林小班 

第２章 災害応急対策計画 
第 13節 火山災害対策 すべての部 

火山現象による災害が発生するおそれのある場合又は災害が発生した場合において、住民、登山者等の生命、
身体及び財産を保護するための必要な措置は本計画及び御嶽山火山防災避難計画の定めるところによる。 

５ 噴火警報等の種類と発表及び伝達 

(３) 噴火警報等の受理・伝達系統図 

施設名 
連絡先 

電話 ＦＡＸ 

五の池小屋 ０９０－７６１２－２４５８ － 

二の池ヒュッテ ０９０－４３６８－１７８７ － 

御嶽濁河高地トレーニングセンター ６２－３０８８ ６２－３０９８ 

朝日荘 ６２－３５２８ ６２－２６３１ 

ひゅって森の仲間 ６２－３９１１ ６２－３９１２ 

濁河温泉ロッジ ６２－３５２１ ６２－３１４０ 

旅館御岳 ６２－２１２４ ６２－２７１１ 

湯の谷荘 ６２－３０３７ ６２－３８２２ 

湯元館 ６２－３１１０ ６２－２２６３ 



６ 市本部の運用 
(１) 危険範囲の設定（表２） 

噴火警戒レベル 
噴火場所ごとの危険範囲 

剣ヶ峰南西斜面 継子岳付近 不明（想定火口域全体）

レベル５ 

（避 難） 

居住地域の避難準備・広域

避難等 

（大規模マグマ噴火、溶岩

流・火砕流・融雪型火山泥

流が発生した場合） 

濁河温泉・御嶽濁河高地ト

レーニングセンター・御嶽

パノラマグラウンド 

居住地域の避難準備・広域

避難等 

（大規模マグマ噴火、溶岩

流・火砕流・融雪型火山泥

流が発生した場合） 

御嶽濁河高地トレーニン

グセンター・御嶽パノラマ

グラウンド 

居住地域の避難準備・広域

避難等 

（大規模マグマ噴火、溶岩

流・火砕流・融雪型火山泥

流が発生した場合） 

融雪型火山泥流の危険性

が高い場合は県道 435 号

線起点から県道 441 号線

小坂町交差点まで通行止

め 

レベル４ 

（避難準備） 

レベル３ 

(入山規制) 

【火口から概ね４km以内】

小坂登山口まで 

【火口から概ね４km以内】

県道 435 号線起点から濁

河温泉分岐まで通行止め 

濁河温泉 

【火口から概ね４km以内】

県道 435 号線起点から県

道 441 号線追分口まで通

行止め 

御嶽濁河高地トレーニン

グセンター・御嶽パノラマ

グラウンド 

【火口から概ね３km以内】

仙人橋まで 

五の池小屋 

【火口から概ね３km以内】

小坂登山口まで 

【火口から概ね３km以内】

県道 435 号線起点から県

道 463 号線分岐まで通行

止め 

濁河温泉 

【火口から概ね２km以内】

三ノ池付近まで 

【火口から概ね２km以内】

仙人橋まで 

五の池小屋 

【火口から概ね２km以内】

小坂登山口まで 

レベル２ 

（火口周辺規制）

【火口から概ね１km以内】

二ノ池付近まで 

【火口から概ね１km以内】

お助け水まで 

五の池小屋 

【火口から概ね１km以内】

小坂登山口まで 

五の池小屋 

レベル１ 

（火山であること

に留意） 

火口付近立入禁止 

【火口～概ね 0.3 ㎞】 

火口付近立入禁止 

【火口～概ね 0.3 ㎞】 

継子岳山頂部への立入禁

止 

火口付近立入禁止 

【火口～概ね 0.3km】 

継子岳山頂部への立入禁

止 

８ 立入注意・規制及び解除 
(１) 登山注意 
市長は噴火警報により必要と認めたときは、次の方法により住民、登山者等に対して注意を喚起する。 
ア ６合目（登山口付近）に噴火警報、火山現象に関する情報を掲示し注意を促す。 
イ 五の池小屋及び濁河温泉旅館関係者に周知し登山指導を行う。 
ウ 特に必要な場合はパトロール員を派遣し、現地指導に当たる。 

６ 市本部の運用 
(１) 危険範囲の設定（表２） 

噴火警戒レベル 
噴火場所ごとの危険範囲 

剣ヶ峰南西斜面 継子岳付近 不明（想定火口域全体）

レベル５ 

（避 難） 

居住地域の避難準備・広域

避難等 

（大規模マグマ噴火、溶岩

流・火砕流・融雪型火山泥

流が発生した場合） 

濁河温泉・御嶽濁河高地ト

レーニングセンター・御嶽

パノラマグラウンド 

居住地域の避難準備・広域

避難等 

（大規模マグマ噴火、溶岩

流・火砕流・融雪型火山泥

流が発生した場合） 

御嶽濁河高地トレーニン

グセンター・御嶽パノラマ

グラウンド 

居住地域の避難準備・広域

避難等 

（大規模マグマ噴火、溶岩

流・火砕流・融雪型火山泥

流が発生した場合） 

融雪型火山泥流の危険性

が高い場合は県道 435 号

線起点から県道 441 号線

小坂町交差点まで通行止

め 

レベル４ 

（避難準備） 

レベル３ 

(入山規制) 

【火口から概ね４km以内】

原生林遊歩道分岐点まで 

【火口から概ね４km以内】

県道 435 号線起点から濁

河温泉分岐まで通行止め 

濁河温泉 

【火口から概ね４km以内】

県道 435 号線起点から県

道 441 号線追分口まで通

行止め 

御嶽濁河高地トレーニン

グセンター・御嶽パノラマ

グラウンド 

【火口から概ね３km以内】

原生林遊歩道分岐点まで 

五の池小屋 

【火口から概ね３km以内】

原生林遊歩道分岐点まで 

二の池ヒュッテ 

【火口から概ね３km以内】

県道 435 号線起点から県

道 463 号線分岐まで通行

止め 

濁河温泉 

【火口から概ね２km以内】

三ノ池付近まで 

二の池ヒュッテ 

【火口から概ね２km以内】

原生林遊歩道分岐点まで 

五の池小屋 

【火口から概ね２km以内】

原生林遊歩道分岐点まで 

レベル２ 

（火口周辺規制）

【火口から概ね１km以内】

二ノ池付近まで 

【火口から概ね１km以内】

原生林遊歩道分岐点まで 

五の池小屋 

【火口から概ね１km以内】

原生林遊歩道分岐点まで 

五の池小屋・二の池ヒュッ

テ

レベル１ 

（火山であること

に留意） 

火口付近立入禁止 

【火口～概ね 0.3 ㎞】 

火口付近立入禁止 

【火口～概ね 0.3 ㎞】 

継子岳山頂部への立入禁

止 

火口付近立入禁止 

【火口～概ね 0.3km】 

継子岳山頂部への立入禁

止 

８ 立入注意・規制及び解除 
(１) 登山注意 
市長は噴火警報により必要と認めたときは、次の方法により住民、登山者等に対して注意を喚起する。 
ア ６合目（登山口付近）に噴火警報、火山現象に関する情報を掲示し注意を促す。 
イ 山小屋及び濁河温泉旅館関係者に周知し登山指導を行う。 
ウ 特に必要な場合はパトロール員を派遣し、現地指導に当たる。 



御嶽山、立入規制発令及び解除の基準（表４） 
 内容 

規制 

の内容 

噴火場所

発令基準となる 

噴火警報と噴火警戒 

レベル 

危険範囲 規制区域 周知方法、その他 

第
１
次
規
制

規

制

剣ヶ峰

南西斜面

付近 

火口周辺警報「噴火警戒レベル２」 危険範囲が概ね１㎞

以内とされ、登山者に

危険が及ぶと予想され

るとき。 

二ノ池新館よ

り先立入禁止 

○小坂登山道入口にそ

の旨を掲示する。 

継子岳

付近 

噴火予報「噴火警戒レベル１」 危険範囲が火口周辺

となったとき。 

火口周辺立入

禁止 

○火口周辺に立入規制

標識 

○必要に応じて災害対

策基本法第 63 条によ

る規制を実施する。 

噴火地

点不明 

解
除

 噴火警報等による警戒範囲でなくなり、市長が危険でなくなったと判断したとき。 

第

２

次

規

制

規

制

剣ヶ峰

南西斜面

付近 

火口周辺警報「噴火警戒レベル３」 危険範囲が概ね２㎞

以内となったとき。 

五の池小屋以

南立入禁止 

○入山規制 

○登山口に立入規制標

識 

○必要に応じて災害対

策基本法第 63 条によ

る規制を実施する。 

危険範囲が概ね３㎞

以内となったとき。 

仙人橋より先

立入禁止 

危険範囲が概ね４㎞

以内となったとき。 

登山口より立

入禁止 

継子岳

付近 

火口周辺警報「噴火警戒レベル２」  火口から１㎞以内、

五の池小屋周辺が危険

な状態となったとき。

仙人橋より先

立入禁止 

火口周辺警報「噴火警戒レベル３」 危険範囲が概ね２㎞

以内に及ぶと予想され

るとき。 

危険範囲が概ね３㎞

以内に及ぶと予想され

るとき。 

登山口より先

立入禁止 

噴火地

点不明 

火口周辺警報「噴火警戒レベル２」  危険範囲が概ね１㎞

以内となったとき。 

登山口より先

立入禁止 

火口周辺警報「噴火警戒レベル３」 危険範囲が概ね２㎞

以内となったとき。 

解
除

 第１次規制の場合に準ずる。ただし、①第２次規制②第１次規制③解除の順に規制緩

和をしていくものとする。 

第
３
次
規
制

規

制

剣ヶ峰

南西斜面

付近 

噴火警報「噴火警戒レベル４、５」 危険範囲が濁河温泉

周辺に及ぶと予想され

るとき。 

濁河温泉及び

周辺施設内立

入禁止 

濁河温泉及び

周辺施設内立

入禁止 

その他必要な

範囲 

○入山禁止 

○その他状況に応じて

市長が指示する。 

○必要に応じて災害対

策基本法第 63 条によ

る規制を実施する。 

継子岳

付近 

火口周辺警報「噴火警戒レベル３」

噴火警報「噴火警戒レベル４、５」

危険範囲が概ね４km

を超え、濁河温泉周辺

に及ぶと予想されると

き。 

噴火地

点不明 

火口周辺警報「噴火警戒レベル３」

噴火警報「噴火警戒レベル４、５」

危険範囲が概ね３km

を超え、濁河温泉周辺

に及ぶと予想されると

き。 

濁河温泉及び

周辺施設内立

入禁止 

その他必要な

範囲 

解
除

第１次規制の場合に準ずる。ただし、①第３次規制②第２次規制③第１次規制④解除の

順に規制緩和をしていくものとする。 

御嶽山、立入規制発令及び解除の基準（表４） 
 内容 

規制 

の内容 

噴火場所

発令基準となる 

噴火警報と噴火警戒 

レベル 

危険範囲 規制区域 周知方法、その他 

第
１
次
規
制

規

制

剣ヶ峰

南西斜面

付近 

火口周辺警報「噴火警戒レベル２」 危険範囲が概ね１㎞

以内とされ、登山者に

危険が及ぶと予想され

るとき。 

二の池ヒュッ

テより先立入

禁止 

○小坂登山道入口にそ

の旨を掲示する。 

継子岳

付近 

噴火予報「噴火警戒レベル１」 危険範囲が火口周辺

となったとき。 

火口周辺立入

禁止 

○火口周辺に立入規制

標識 

○必要に応じて災害対

策基本法第 63 条によ

る規制を実施する。 

噴火地

点不明 

解
除

 噴火警報等による警戒範囲でなくなり、市長が危険でなくなったと判断したとき。 

第

２

次

規

制

規

制

剣ヶ峰

南西斜面

付近 

火口周辺警報「噴火警戒レベル３」 危険範囲が概ね２㎞

以内となったとき。 

五の池小屋以

南立入禁止 

○入山規制 

○登山口・原生林遊歩道

分岐点に立入規制標

識 

○必要に応じて災害対

策基本法第 63 条によ

る規制を実施する。 

危険範囲が概ね３㎞

以内となったとき。 

原生林遊歩道

分岐点より先

立入禁止 

危険範囲が概ね４㎞

以内となったとき。 

原生林遊歩道

分岐点より立

入禁止 

継子岳

付近 

火口周辺警報「噴火警戒レベル２」  火口から１㎞以内、

五の池小屋周辺が危険

な状態となったとき。

原生林遊歩道

分岐点より先

立入禁止 

火口周辺警報「噴火警戒レベル３」 危険範囲が概ね２㎞

以内に及ぶと予想され

るとき。 

危険範囲が概ね３㎞

以内に及ぶと予想され

るとき。 

噴火地

点不明 

火口周辺警報「噴火警戒レベル２」  危険範囲が概ね１㎞

以内となったとき。 

原生林遊歩道

分岐点より先

立入禁止 火口周辺警報「噴火警戒レベル３」 危険範囲が概ね２㎞

以内となったとき。 

解
除

 第１次規制の場合に準ずる。ただし、①第２次規制②第１次規制③解除の順に規制緩

和をしていくものとする。 

第
３
次
規
制

規

制

剣ヶ峰

南西斜面

付近 

噴火警報「噴火警戒レベル４、５」 危険範囲が濁河温泉

周辺に及ぶと予想され

るとき。 

濁河温泉及び

周辺施設内立

入禁止 

濁河温泉及び

周辺施設内立

入禁止 

その他必要な

範囲 

○入山禁止 

○その他状況に応じて

市長が指示する。 

○必要に応じて災害対

策基本法第 63 条によ

る規制を実施する。 

継子岳

付近 

火口周辺警報「噴火警戒レベル３」

噴火警報「噴火警戒レベル４、５」

危険範囲が概ね４km

を超え、濁河温泉周辺

に及ぶと予想されると

き。 

噴火地

点不明 

火口周辺警報「噴火警戒レベル３」

噴火警報「噴火警戒レベル４、５」

危険範囲が概ね３km

を超え、濁河温泉周辺

に及ぶと予想されると

き。 

濁河温泉及び

周辺施設内立

入禁止 

その他必要な

範囲 

解
除

第１次規制の場合に準ずる。ただし、①第３次規制②第２次規制③第１次規制④解除の

順に規制緩和をしていくものとする。 



(３) 立入禁止区域の設定 
   剣ヶ峰南西斜面付近が火口となった場合 

   継子岳付近が火口となった場合 

噴火地点が不明の場合 

９ 避難計画 
(１) 避難場所と収容可能人数（表５） 

季節区分 避 難 対 象 一時集合場所
避難所 福祉避難所 

施設名 収容人数 施設名 収容人数

非積雪期 濁河地域  小坂中学校 1,030 やすらぎセンター四美 115

積雪期 

落合 落合公民館 
萩原北中学校 1,070

やすらぎセンター四美

やすらぎセンター萩

115

75

赤沼田 銀杏館 

長瀬 森林組合跡地 宮田小学校 720

小坂町 小坂小学校 萩原南中学校 1,390

坂下 ローソン小坂店 南部体育館 250

大島 小坂診療所駐車場 あさぎり体育館 800

 登山者 五の池小屋 100

(４) 避難誘導 
市長は必要と認めるときは関係市町村、関係機関と協議の上、避難誘導対策として、住民、登山者等に対し

適切な伝達及び誘導を行うものとする。 
五の池小屋周辺においては、五の池小屋管理人及び従業員が施設利用者及び周辺登山者への情報伝達、避難

誘導に努めるものとする。 

(３) 立入禁止区域の設定 
   剣ヶ峰南西斜面付近が火口となった場合 

   継子岳付近が火口となった場合 

噴火地点が不明の場合 

９ 避難計画 
(１) 避難場所と収容可能人数（表５） 

季節区分 避 難 対 象 一時集合場所
避難所 福祉避難所 

施設名 収容人数 施設名 収容人数

非積雪期 濁河地域  小坂中学校 1,030 やすらぎセンター四美 115

積雪期 

落合 落合公民館 
萩原北中学校 1,070

やすらぎセンター四美

やすらぎセンター萩

115

75

赤沼田 銀杏館 

長瀬 森林組合跡地 宮田小学校 720

小坂町 小坂小学校 萩原南中学校 1,390

坂下 ローソン小坂店 南部体育館 250

大島 小坂診療所駐車場 あさぎり体育館 800

登山者 
五の池小屋 100

二の池ヒュッテ 100

(４) 避難誘導 
市長は必要と認めるときは関係市町村、関係機関と協議の上、避難誘導対策として、住民、登山者等に対し

適切な伝達及び誘導を行うものとする。 
山小屋周辺においては、山小屋管理人及び従業員が施設利用者及び周辺登山者への情報伝達、避難誘導に努

めるものとする。 

火口付近 仙人橋 二ノ池 三ノ池 小坂登山口 

（レベル１）（レベル２）（レベル３）

五の池小屋 濁河温泉

（レベル４）

仙人橋 小坂登山口 県道鈴蘭口仙人橋火口付近 県道 435 号線 

（レベル１） （レベル２） （レベル３） （レベル４） 

小坂登山口 県道濁河温泉分岐 県道鈴蘭口小坂登山口火口付近 県道 441 号線追分口

（レベル１） （レベル２） （レベル３） （レベル４） 

原生林遊歩道分岐点 小坂登山口 県道鈴蘭口火口付近 県道 435 号線 

（レベル１）（レベル２）（レベル３） （レベル４） 

原生林遊歩道分岐点 県道濁河温泉分岐 県道鈴蘭口小坂登山口火口付近 県道 441 号線追分口

（レベル１） （レベル２）（レベル３） （レベル４） 

二ノ池 五の池小屋 濁河温泉 三ノ池火口付近 原生林遊歩道分岐点

（レベル１） （レベル２）（レベル３） （レベル４） 

小坂登山口



路線別距離一覧表（表７） 

路 線 名 区    間 距離 累加距離

県道落合・飛騨小坂停車場線 小坂振興事務所～落合交差点 5.6 ㎞

落合交差点～鈴蘭口 9.4 ㎞ 15.0 ㎞

鈴蘭口～大平展望台 10.0 ㎞ 25.0 ㎞

大平展望台～追分交差点 5.0 ㎞ 30.0 ㎞

追分交差点～姫の宮 4.0 ㎞ 34.0 ㎞

姫の宮～旧濁河温泉スキー場交差点 2.0 ㎞ 36.0 ㎞

県道御嶽・朝日線 旧濁河温泉スキー場交差点～小坂登山口 2.0 ㎞ 38.0 ㎞

登山道 登山口～仙人橋 700ｍ

仙人橋～７合目 310ｍ 1,010ｍ

７合目～湯の花峠 440ｍ 1,450ｍ

湯の花峠～のぞき岩 850ｍ 2,300ｍ

のぞき岩～お助け水 660ｍ 2,960ｍ

お助け水～五の池小屋（飛騨頂上） 1,212ｍ 4,172ｍ

（新規） 

路線別距離一覧表（表７） 

路 線 名 区    間 距離 累加距離

県道濁河温泉線 小坂振興事務所～落合交差点 5.6 ㎞

落合交差点～鈴蘭口 9.4 ㎞ 15.0 ㎞

鈴蘭口～大平展望台 10.0 ㎞ 25.0 ㎞

大平展望台～追分交差点 5.0 ㎞ 30.0 ㎞

追分交差点～姫の宮 4.0 ㎞ 34.0 ㎞

姫の宮～旧濁河温泉スキー場交差点 2.0 ㎞ 36.0 ㎞

県道御岳山朝日線 旧濁河温泉スキー場交差点～小坂登山口 2.0 ㎞ 38.0 ㎞

登山道 登山口～原生林遊歩道分岐点 300ｍ

原生林遊歩道分岐点～７合目 1,210ｍ 1,510ｍ

７合目～湯の花峠 440ｍ 1,950ｍ

湯の花峠～のぞき岩 850ｍ 2,800ｍ

のぞき岩～お助け水 660ｍ 3,460ｍ

お助け水～五の池小屋（飛騨頂上） 1,212ｍ 4,672ｍ

11 救助に関する事項 
  救助に関する詳細は、御嶽山火山防災避難計画の定めるところによる。 


